
保険年金課　☎0480（92）1111　国民健康保険担当　内線142～144
　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療担当　内線147～148

問合せ 

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が

保険年金課　☎0480（92）1111問合せ 春日部年金事務所　☎048（737）7112（自動音声②→②）問合せ 

春日部年金事務所　☎048（737）7112／保険年金課国民年金担当　☎0480（92）1111　内線140・149問合せ 

※身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）／血圧測定／血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビンＡ１ｃ）／肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・
γ-GT(γ-GＴＰ)）／脂質検査 (中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロールまたはNon-HDL コレステロール）／尿検査 （尿糖・尿たん白）
／総合判定（所見有無・判定医師名）

　以下は、検査実施していれば結果を添付・・・・貧血検査（ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数）／心電図／腎機能検査（血清クレアチニン（eGFR）・尿酸）

国民健康保険加入者 後期高齢者医療加入者

対象

・受診時点で35歳以上75歳未満のかた
・納期の到来している国民健康保険税を完納して
いるかた
・人間ドック（脳ドックも可能な限り）の健診項目
に、特定健康診査の健診項目（欄外下※参照）が
含まれているかた
・年度内に、特定健康診査を受診していないかた

・納期の到来している後期高齢者医療保険料を完
納しているかた
・年度内に国民健康保険で補助を受けていないかた
・年度内に後期高齢者医療健康診査を受診してい
ないかた

補助額 検査費用の２/３以内（上限27,000円）　※年度内に１回で、人間ドックまたは脳ドックのいずれか

白岡中央総合病院
蓮田病院

新久喜総合病院
で受ける場合

申
請

①希望する医療機関に予約
②保険年金課で補助申請後、利用券を受け取る
③予約日に医療機関に利用券を提出

持
ち
物

申
請

持
ち
物

①本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
②特定健康診査の受診券または健康診査の受診券（受診する年度のもの）

その他の病院
で受ける場合

受診後（受診した年度の翌年度８月末まで）に保
険年金課で補助申請

受診後（受診した年度の翌年度８月末まで）に保
険年金課で補助申請

人間ドック・脳ドック補助人間ドック・脳ドック補助

から　　　 されますから　　　 されます天引き天引き年金年金4月から

　保険税（料）を納付書や口座振替で納めていて、
次の①～②に該当するかた
令和６年４月２日～10月１日に
①同じ世帯の国民健康保険の加入者が全員65～
74歳になった世帯主のかた
②後期高齢者医療制度に加入したかた
　（①②ともに、本市に新たに転入したかたを含む。）

●年金天引きから口座振替に納付方法を変更し
たかた
●年金が年額18万円未満のかた
●介護保険料との年金天引き額の合計額が年金
額の１/２を超えるかた

　対象者には、４月上旬にお知らせ、または決
定通知書を送付します。

対  象 ※次のかたは対象外

その他

　退職した際の国民年金（第１号被保険者）への加入手続きや、国民年金保険料免除、納付
猶予、学生納付特例の申請などがマイナポータルから電子申請できるようになりました。

①本人確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証など）
②領収書（原本）
③振込口座のわかるもの（世帯主のもの）
　（世帯主以外の口座に振込を希望される場合
は振込先指定書の記入が必要です。）
④人間ドックまたは脳ドックの受診結果（特定
健康診査の項目が確認できること。脳ドッ
クを受診されたかたも可能な限り、受診結
果をご提示ください。）
⑤特定健康診査の受診券（受診した年度のもの）

①本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証など）
②領収書（原本）
③振込口座のわかるもの（受診者のもの）
④人間ドックまたは脳ドックの受診結果（特定
健康診査の項目が確認できること。脳ドッ
クを受診されたかたも可能な限り、受診結
果をご提示ください。）
⑤健康診査の受診券（受診した年度のもの）国民年金手続きは で■■■■電 子 申 請

▲
利用方法はこちら

基礎

国民年金保険料の納付を
猶予することができます

　学生のかたも20歳で国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられていますが、申請により在学
期間中の保険料納付が猶予される学生納付特例制度があります。

■対象
　大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校及び個別に定められた学校など（定時制や通信制
を含む。）に在学する学生で、前年所得が一定額以下のかた

■承認期間
　令和7年4月～令和８年３月
　（申請は毎年度必要です。）

次の場合は申請方法が異なります。
　前年度に学生納付特例が承認され、今年度も同一の学校に在学されるかたは、日本年金機構から送付され
る申請書を記入のうえ返送してください。申請書が届かない場合は保険年金課での申請となります。

承認されると
　猶予などの期間は未納にならず、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などを受けるための
受給資格期間に算入されます。
　ただし、将来受け取る年金額の計算の際に、保険料を全額納付した場合と比べ、猶予などの期間や
内容に応じて減額されます。
　また、承認された期間から10年以内に、後から追納（保険料を納めること）することができます。追納
する保険料は、経過期間に応じ、特例を受けた当時の保険料額に加算額が付く場合があります。

■申請
次のものを保険年金課にお持ちください。
・基礎年金番号が確認できる書類
・学生証または在学証明書
・本人確認書類※

１点でよいもの▼
　運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳など
２点必要なもの▼
　健康保険資格確認書、基礎年金番号通知書など

※本人確認書類

学生納付特例制度
学生のかたへ

■国民年金保険料額
令和7年度▶月額17,510円（付加保険料▶月額400円）　　令和8年度▶月額17,920円
【期限までに現金で一括納付すると、保険料が割引されます】
令和7年度　国民年金保険料の現金（納付書）による前納額一覧表

※2年前納を希望の場合は、お早めに年金事務所へ。
※年度の途中でも、口座振替やクレジットカード払いで保険料をまとめて支払うことができます。
　割引額などは問い合わせください。

前納
半年

前期
後期

前納する期間
2年
1年

納付期限

４月末日

10月末日

割引額
15,670円
3,730円

850円

前納額
409,490円
206,390円

104,210円
申
請
・
持
ち
物

1716 令和7年（2025年）4月 令和7年（2025年）4月


